
　毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
） 

         

　
　
　
　
　
　
　目

　
　次

　
　

 
 

　告

　示 

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
介
護
扶
助
等
の
た
め
の
介
護
機
関
を
指
定
し
た
件                     

一 

○
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
に
よ
り
救
急
病
院
を
認
定
し
た
件                           

一 

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ 

　た
件                                                                       

一 

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
り
県
が
意
見
を
述
べ
た
件
二
件                           

二 

○
土
地
改
良
法
に
よ
り
換
地
計
画
を
定
め
た
件                                         

二 

○
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
件                                             

二 

○
保
安
林
の
指
定
を
す
る
件
三
件                                                   

三 

○
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
件                                         

四 

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件
三
件               

四 

○
廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
件
二
件                                                   

八 

　公

　告 

○
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件                                 

九 

○
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件                               

九 

　福
島
県
労
働
委
員
会 

○
地
方
公
営
企
業
等
の
労
働
組
合
に
つ
い
て
労
働
組
合
法
第
二
条
第
一
号
に
規
定 

　す
る
者
の
範
囲
を
認
定
し
た
件                                                   
九 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

告

　
　示 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

福
島
県
告
示
第
一
号 

　生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
（
中
国
残

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立

の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ

と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
介
護
扶
助
及
び
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
居

宅
介
護
若
し
く
は
居
宅
介
護
支
援
計
画
の
作
成
、
福
祉
用
具
の
給
付
、
介
護
予
防
若
し
く
は
介
護
予
防

支
援
計
画
の
作
成
又
は
介
護
予
防
福
祉
用
具
の
給
付
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

　
　令
和
六
年
一
月
九
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

事
業
所
の 

事
業
所
の 

事
業
者
の 

事
業
者
の
主
た
る 

 

サ
ー
ビ
ス 

 
 

 
 

指
定
年
月
日

 

名

称

所

在

地

名

称

事
務
所
の
所
在
地

の

種

類

コ
ス
モ
調
剤

石
川
郡
古
殿

株
式
会
社
コ

郡
山
市
桑
野
三
丁

令
和
五
年
一

居
宅
療
養

薬
局

　古
殿

町
大
字
松
川

ス
モ
フ
ァ
ー

目
一
二
番
二
号

　

 

二
月
一
日

　
管
理
指
導

町
店

　
　
　
字
林
一
四
︱

マ

　
　
　
　

　介
護
予

三

　
　
　
　

防
居
宅
療

養
管
理
指

導

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
社
会
福
祉
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
号 

　救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
病
院
を
令
和
六
年
一
月
一
日
救
急
病
院
と
し
て
認
定
し
た
。 

令
和
六
年
一
月
九
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

名
称

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　所
在
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　認
定
有
効
期
限 

南
相
馬
市
立
総
合
病
院

　
　
　
　
　南
相
馬
市
原
町
区
高
見
町
二
丁
目

　令
和
八
年
一
二
月
三
一
日 

五
四
番
地
の
六 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
地
域
医
療
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
三
号 

　大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
令
和
六
年
一
月
九

日
か
ら
同
年
五
月
九
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福
島
県
県
北

地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
福
島
市
総
務
部
総
務
課
市
民
情
報
室
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
六
年
一
月
九
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

ザ
・
ビ
ッ
グ
福
島
大
森
店

　福
島
県
福
島
市
大
森
字
城
ノ
内
二
十
七
番
地
ほ
か 

二

　変
更
し
た
事
項 

１

　大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表

─────────────────────────────────────────────────────────── 
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者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
南
東
北
株
式
会
社 

代
表
取
締
役

　熊
谷

　美
知
雄 

（
変
更
後
）
マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
南
東
北
株
式
会
社 

代
表
取
締
役

　大
南

　淳
二 

２

　大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
南
東
北
株
式
会
社 

代
表
取
締
役

　熊
谷

　美
知
雄 

（
変
更
後
）
マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
南
東
北
株
式
会
社 

代
表
取
締
役

　大
南

　淳
二 

三

　変
更
し
た
年
月
日 

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
四
日 

四

　届
出
年
月
日 

令
和
五
年
十
二
月
十
八
日 

五

　届
出
を
し
た
者 

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
南
東
北
株
式
会
社 

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
四
号 

　大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
令
和
六

年
一
月
九
日
か
ら
同
年
二
月
九
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福

島
県
県
北
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
本
宮
市
産
業
部
商
工
観
光
課
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
六
年
一
月
九
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

（
仮
称
）
カ
ワ
チ
薬
品
福
島
本
宮
店

　福
島
県
本
宮
市
本
宮
舘
町
百
九
十
八
番
一
ほ
か 

二

　法
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
県
の
意
見
の
概
要 

意
見
な
し
。 

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
五
号 

　大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
令
和
六

年
一
月
九
日
か
ら
同
年
二
月
九
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福

島
県
県
中
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
郡
山
市
産
業
観
光
部
産
業
雇
用

政
策
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
六
年
一
月
九
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

（
仮
称
）
ク
ス
リ
の
ア
オ
キ
磐
城
守
山
店

　福
島
県
郡
山
市
田
村
町
守
山
字
小
性
町
百
二
十
八
番

地
三
ほ
か 

二

　法
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
県
の
意
見
の
概
要 

意
見
な
し
。 

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
六
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

堰
場
地
区
の
県
営
区
画
整
理
事
業
に
係
る
換
地
計
画
を
定
め
た
。
こ
の
定
め
に
係
る
関
係
書
類
を
次
の

と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
六
年
一
月
九
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　縦
覧
に
供
す
る
書
類 

換
地
計
画
書
の
写
し 

二

　縦
覧
の
期
間 

令
和
六
年
一
月
十
日
か
ら 

（
二
十
日
間
） 

同

　
　
　
　月
二
十
九
日
ま
で 

三

　縦
覧
の
場
所 

会
津
若
松
市
役
所 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
村
基
盤
整
備
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
七
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
。 

　
　令
和
六
年
一
月
九
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所 

南
相
馬
市
小
高
区
井
田
川
字
南
新
田
七
五
一
の
一
四
、
七
五
一
の
一
五
、
七
六
八
の
四
、
七
六
九

の
二
か
ら
七
六
九
の
四
ま
で
、
七
七
二
の
二
か
ら
七
七
二
の
四
ま
で
、
七
七
三
の
二
、
七
七
三
の
三
、

七
七
四
の
三
、
七
七
四
の
四
、
七
九
八
の
一
か
ら
七
九
八
の
一
〇
ま
で
、
七
九
九
の
一
か
ら
七
九
九

の
六
ま
で
、
八
〇
〇
の
一
か
ら
八
〇
〇
の
五
ま
で
、
八
〇
一
の
一
か
ら
八
〇
一
の
五
ま
で
、
八
〇
二
、

八
〇
三
、
八
一
二
の
一
か
ら
八
一
二
の
四
ま
で
、
八
一
六
の
一
、
八
一
七
の
一
、
八
一
八
の
一
、
八

二
一
の
一
、
八
二
二
、
八
二
三
、
八
二
六
、
八
二
七
の
二
、
八
二
八
の
二
、
八
二
九
の
二
、
八
三
〇

の
一
、
八
三
〇
の
二
、
八
三
一
の
一
か
ら
八
三
一
の
三
ま
で
、
八
三
二
の
一
、
八
三
四
か
ら
八
五
三

ま
で
、
八
五
六
か
ら
八
六
〇
ま
で
、
八
六
一
の
一
、
八
六
一
の
二
、
八
六
二
か
ら
八
六
四
ま
で
、
八

六
七
、
八
六
八
の
一
、
八
七
〇
の
二
、
八
七
四
の
三
、
八
七
五
か
ら
八
七
七
ま
で
、
八
八
五
、
八
八
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九
、
九
〇
五
、
九
〇
七
、
九
〇
九
か
ら
九
二
〇
ま
で
、
小
高
区
浦
尻
字
北
川
原
一
三
の
一
、
二
〇
の

一
、
二
一
の
一
、
二
一
の
二
、
二
二
の
一
、
二
二
の
二
、
二
三
の
一
、
二
三
の
二
、
二
四
の
一
、
二

四
の
二
、
二
五
の
一
、
二
五
の
二
、
一
九
一
の
一
、
一
九
二
の
一
、
一
九
三
、
一
九
八
の
一
、
一
九

八
の
二
、
一
九
九
か
ら
二
〇
三
ま
で
、
二
〇
五
、
二
〇
七
か
ら
二
〇
九
ま
で
、
字
町
三
〇
か
ら
三
二

ま
で
、
三
三
の
一
、
三
三
の
二
、
三
四
、
三
五
、
九
九
、
一
〇
〇
、
一
〇
一
の
一
、
一
〇
一
の
二
、

一
〇
二
の
一
、
一
〇
二
の
二
、
一
〇
三
、
一
〇
四
の
一
、
一
〇
五
、
一
〇
六
の
一
、
一
〇
六
の
二
、

一
〇
八
、
一
〇
九
の
一
、
一
〇
九
の
二
、
一
一
〇
の
一
、
一
一
〇
の
二
、
一
一
一
、
一
一
二
、
一
一

三
の
一
、
一
一
三
の
二
、
一
八
二
、
一
八
三 

二

　指
定
の
目
的 

潮
害
の
防
備 

三

　指
定
施
業
要
件 

１

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

㈠

　主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

㈡

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
南
相
馬
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標

準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

㈢

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

２

　立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

　（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
南
相
馬
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
八
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
す
る
。 

　
　令
和
六
年
一
月
九
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　保
安
林
の
所
在
場
所 

い
わ
き
市
川
前
町
下
桶
売
字
上
高
部
一
六
一
の
一
八
五 

二

　指
定
の
目
的 

干
害
の
防
備 

三

　指
定
施
業
要
件 

１

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

㈠

　主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。 

㈡

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
い
わ
き
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標

準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

㈢

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

２

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

　（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
い
わ
き
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
九
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
す
る
。 

　
　令
和
六
年
一
月
九
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　保
安
林
の
所
在
場
所 

南
相
馬
市
小
高
区
村
上
字
前
谷
地
五
二
の
三
、
五
三
の
二
、
五
三
の
三
、
五
四
の
三
、
五
六
、
五

七
、
五
八
の
一
、
五
九
の
一
、
六
〇
の
一
、
六
二
の
一
、
六
三
の
一
、
六
五
、
六
六
の
一
、
六
七
の

一
、
七
五
の
一
、
七
七
、
七
七
の
二
、
七
八
の
一
か
ら
七
八
の
三
ま
で
、
七
九
の
一
か
ら
七
九
の
三

ま
で
、
八
〇
の
一
、
八
〇
の
二
、
八
五
の
一
、
九
六
、
九
七
の
一
、
九
七
の
三
か
ら
九
七
の
五
ま
で
、

九
八
の
二
、
一
〇
一
の
二
、
一
二
八
の
二
、
一
三
〇
の
二
、
一
三
一
、
一
三
八
か
ら
一
四
〇
ま
で
、

一
四
一
の
一
か
ら
一
四
一
の
三
ま
で
、
一
四
二
、
一
四
三
、
一
四
四
の
一
、
一
四
四
の
二
、
一
四
五

の
一
、
一
四
五
の
二
、
一
四
六
、
一
四
八
の
一
か
ら
一
四
八
の
四
ま
で
、
一
四
九
の
一
か
ら
一
四
九

の
四
ま
で
、
一
五
二
の
一
、
一
五
二
の
二
、
一
五
四
の
一
、
一
五
四
の
二
、
一
五
五
か
ら
一
五
八
ま

で
、
一
六
〇
の
一
、
一
六
〇
の
二
、
一
六
一
、
一
六
二
、
一
七
三
の
三
、
一
七
四
、
一
七
七
の
一
、

一
八
〇
、
一
八
一
、
一
八
四
の
二
、
一
八
九
の
二
、
一
九
四
の
二
、
一
九
五
の
一
か
ら
一
九
五
の
三

ま
で
、
一
九
六
か
ら
一
九
八
ま
で
、
二
〇
〇
か
ら
二
〇
四
ま
で
、
二
〇
七
、
二
〇
八
の
一
、
二
一
〇

の
一
、
二
一
三
、
二
一
四
、
二
二
〇
、
二
二
四
、
二
二
六
の
一
、
二
二
六
の
二
、
二
二
六
の
四
、
二

二
六
の
五
、
二
二
八
の
一
、
二
三
九
、
二
四
二
、
二
四
四
、
二
四
五
、
二
四
五
の
二
、
二
四
七
、
二

四
九
の
一
、
二
四
九
の
三
、
二
五
二
の
一
、
二
五
二
の
二
、
二
六
一
か
ら
二
六
三
ま
で
、
二
七
一
、

二
七
五
、
二
八
〇
の
一
、
二
八
三
の
一
、
三
五
六
の
一
、
三
五
七
の
一
、
三
六
〇
の
一
、
四
五
六
の

三
、
四
五
八
の
一
、
四
五
九
の
一
、
四
五
九
の
四
、
四
六
〇
の
四
、
四
六
〇
の
五
、
四
六
六
の
一
三
、

四
七
二
の
一
、
四
八
八
、
四
九
六
か
ら
五
〇
二
ま
で 

二

　指
定
の
目
的 

潮
害
の
防
備 

三

　指
定
施
業
要
件 

１

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

㈠

　主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

㈡

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
南
相
馬
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標

準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

㈢

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

２

　立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

　（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
南
相
馬
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
） 
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─────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
十
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
す
る
。 

　
　令
和
六
年
一
月
九
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　保
安
林
の
所
在
場
所 

南
相
馬
市
小
高
区
角
部
内
字
反
田
八
の
一
、
九
の
一
、
一
〇
の
一
、
二
〇
の
一
、
二
一
の
一
、
二

二
の
一
、
二
三
、
二
四
の
一
、
二
五
か
ら
二
八
ま
で
、
三
七
か
ら
四
二
ま
で
、
四
三
の
一
、
四
四
の

一
、
四
五
の
一
、
四
五
の
三
、
四
六
の
一
、
四
七
の
一
、
四
八
の
一
、
四
九
の
一
、
五
〇
、
五
一
の

一
、
五
二
の
一
、
五
二
の
三
、
五
三
の
一
、
五
三
の
三
、
五
四
の
一
、
五
五
か
ら
五
八
ま
で
、
七
〇

か
ら
七
四
ま
で
、
七
五
の
一
、
七
六
の
一
、
七
七
の
一
、
七
八
の
一
、
七
九
の
一
、
八
〇
か
ら
八
二

ま
で
、
八
三
の
一
、
八
四
の
一
、
八
五
の
一
、
八
六
の
一
、
八
七
か
ら
九
二
ま
で
、
九
三
の
一
、
九

四
の
一
、
九
五
の
一
、
九
六
、
一
二
〇
の
一
、
一
二
一
の
一
、
一
二
二
か
ら
一
三
五
ま
で
、
一
三
六

の
一
、
一
三
七
の
一
、
一
三
八
の
一
、
一
三
九
の
一
、
一
四
〇
の
一
、
一
四
二
の
一
、
一
四
三 

二

　指
定
の
目
的 

潮
害
の
防
備 

三

　指
定
施
業
要
件 

１

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

㈠

　主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

㈡

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
南
相
馬
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標

準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

㈢

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

２

　立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

　（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
南
相
馬
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
十
一
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。 

　
　令
和
六
年
一
月
九
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所 

い
わ
き
市
小
川
町
上
平
字
前
田
四
七
の
二
、
五
九 

二

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

水
害
の
防
備 

三

　解
除
の
理
由 

河
川
管
理
施
設
用
地
と
す
る
た
め 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
十
二
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林

水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。 

　
　令
和
六
年
一
月
九
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

須
賀
川
市
勢
至
堂
字
鬼
面
山
三
の
一
、
字
岩
瀬
山
一
の
一
か
ら
一
の
四
ま
で 

２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

土
砂
の
流
出
の
防
備 

３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
須
賀
川
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

二
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

須
賀
川
市
滝
字
不
動
畑
三
五
、
三
六 

２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

土
砂
の
流
出
の
防
備 

３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
須
賀
川
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

　（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
須
賀
川
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
十
三
号 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林

水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。 

　
　令
和
六
年
一
月
九
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

一
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

い
わ
き
市
好
間
町
北
好
間
字
槐
作
一
一
七
の
六
、
一
一
七
の
一
二
、
一
一
七
の
二
二
か
ら
一
一

七
の
二
四
ま
で 

２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

土
砂
の
流
出
の
防
備 

３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
い
わ
き
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

二
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

い
わ
き
市
好
間
町
北
好
間
字
権
現
堂
一
三
四
の
二 

２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

土
砂
の
流
出
の
防
備 

３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
い
わ
き
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

三
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

い
わ
き
市
好
間
町
北
好
間
字
権
現
堂
一
三
五
の
三
か
ら
一
三
五
の
五
ま
で
（
以
上
三
筆
国
有

林
）
、
一
三
五
の
二 

２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

土
砂
の
流
出
の
防
備 

３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
い
わ
き
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

四
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

い
わ
き
市
好
間
町
北
好
間
字
権
現
堂
一
四
八
の
四
（
国
有
林
）
、
一
四
八
の
二 

２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

土
砂
の
流
出
の
防
備 

３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
い
わ
き
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

五
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

い
わ
き
市
好
間
町
北
好
間
字
槐
作
一
一
七
の
七
か
ら
一
一
七
の
一
一
ま
で
、
一
一
七
の
一
三
か

ら
一
一
七
の
二
〇
ま
で 

２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

土
砂
の
流
出
の
防
備 

３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
い
わ
き
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

六
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

い
わ
き
市
好
間
町
北
好
間
字
馬
喰
沢
一 

２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

土
砂
の
流
出
の
防
備 

３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
い
わ
き
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 
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㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

七
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

い
わ
き
市
好
間
町
大
利
字
成
沢
四
五
、
一
〇
三
の
一
、
一
〇
三
の
三
、
一
一
八
の
一 

２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

土
砂
の
流
出
の
防
備 

３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

字
成
沢
一
〇
三
の
一
・
一
〇
三
の
三
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
） 

⑵

　そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。 

⑶

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
い
わ
き
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑷

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

八
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

い
わ
き
市
好
間
町
大
利
字
成
沢
九
九
、
字
井
田
木
一
七
〇 

２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

土
砂
の
流
出
の
防
備 

３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
い
わ
き
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

九
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

い
わ
き
市
好
間
町
愛
谷
字
花
輪
七
二 

２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

土
砂
の
崩
壊
の
防
備 

３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
い
わ
き
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

十
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

い
わ
き
市
四
倉
町
上
柳
生
字
中
山
二
一
八
の
一
、
二
一
八
の
二
、
二
一
九
か
ら
二
二
一
ま
で
、

二
二
二
の
三 

２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

土
砂
の
流
出
の
防
備 

３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

字
中
山
二
一
九
か
ら
二
二
一
ま
で 

⑵

　そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。 

⑶

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
い
わ
き
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑷

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

　（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水

産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保
全
課
及
び
い
わ
き
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
十
四
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林

水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。 

　
　令
和
六
年
一
月
九
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

一
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

南
会
津
郡
南
会
津
町
水
無
字
向
山
六
五
四
の
一 

２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

土
砂
の
流
出
の
防
備 

３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
南
会
津
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

─────────────────────────────────────────────────────────── 
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二
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

南
会
津
郡
南
会
津
町
糸
沢
字
岩
藤
山
四
〇
六
三
か
ら
四
〇
八
一
ま
で 

２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

土
砂
の
流
出
の
防
備 

３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
南
会
津
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

三
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

南
会
津
郡
南
会
津
町
糸
沢
字
萩
ノ
向
四
一
三
一
か
ら
四
一
三
七
ま
で 

２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

土
砂
の
流
出
の
防
備 

３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
南
会
津
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

四
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

南
会
津
郡
南
会
津
町
静
川
字
小
桧
山
乙
一
三
三
一
の
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
） 

２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

土
砂
の
流
出
の
防
備 

３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
南
会
津
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

五
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

南
会
津
郡
南
会
津
町
針
生
字
下
広
窪
四
三
三
の
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
） 

２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

土
砂
の
流
出
の
防
備 

３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
南
会
津
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

六
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

南
会
津
郡
南
会
津
町
針
生
字
上
広
窪
五
三
九
の
一
、
一
七
〇
一
の
一 

２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

土
砂
の
流
出
の
防
備 

３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
南
会
津
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

七
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

南
会
津
郡
南
会
津
町
針
生
字
沖
一
七
七
六
の
一
、
一
七
七
八
か
ら
一
七
八
〇
ま
で 

２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

土
砂
の
流
出
の
防
備 

３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
南
会
津
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

八
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

南
会
津
郡
南
会
津
町
糸
沢
字
栃
窪
一
五
五
五
の
三
・
一
五
五
六
の
三
・
一
五
五
七
の
五
・
一
五

五
七
の
八
・
一
五
六
〇
の
三
・
字
欠
ノ
上
一
五
六
一
の
三
・
一
五
六
三
の
三
・
一
五
六
四
の
三
（
以

上
八
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
） 

２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

土
砂
の
流
出
の
防
備 

─────────────────────────────────────────────────────────── 
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３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
南
会
津
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

九
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

南
会
津
郡
南
会
津
町
白
沢
字
沼
ノ
平
一
三
九
八
の
三 

２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

土
砂
の
流
出
の
防
備 

３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
南
会
津
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

十
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

南
会
津
郡
南
会
津
町
浜
野
字
蒲
沢
九
五
九
の
四
、
字
滝
沢
九
六
六
の
三 

２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

土
砂
の
流
出
の
防
備 

３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法

　

 

⑴

　主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
南
会
津
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

十
一
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

南
会
津
郡
南
会
津
町
界
字
木
地
道
四
二
九
九
の
三 

２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

土
砂
の
流
出
の
防
備 

３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
南
会
津
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め

る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

　（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水

産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保
全
課
及
び
南
会
津
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
十
五
号 

　河
川
区
域
の
廃
止
に
よ
り
廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
の
で
、
河
川
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
十

四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

　そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
河
川
計
画
課
及
び
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

令
和
六
年
一
月
九
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　河
川
の
名
称

　二
級
河
川
木
戸
川
水
系
長
網
川 

二

　廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
年
月
日

　令
和
六
年
一
月
九
日 

三

　廃
川
敷
地
等
の
位
置 

上
流
端

　双
葉
郡
川
内
村
大
字
上
川
内
字
原
四
一
四
番
一
地
先
か
ら 

下
流
端

　双
葉
郡
川
内
村
大
字
上
川
内
字
久
保
一
六
一
番
地
先
ま
で 

四

　廃
川
敷
地
等
の
種
類
及
び
数
量 

土
地

　三
、
九
二
四
・
三
六
平
方
メ
ー
ト
ル 

（
河
川
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
十
六
号 

　河
川
区
域
の
廃
止
に
よ
り
廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
の
で
、
河
川
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
十

四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

　そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
河
川
計
画
課
及
び
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

令
和
六
年
一
月
九
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 
一

　河
川
の
名
称

　二
級
河
川
木
戸
川
水
系
□
生
川 

二

　廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
年
月
日

　令
和
六
年
一
月
九
日 

三

　廃
川
敷
地
等
の
位
置 

１

　上
流
端

　双
葉
郡
川
内
村
大
字
上
川
内
字
中
里
一
一
〇
番
七
地
先
か
ら 

下
流
端

　双
葉
郡
川
内
村
大
字
上
川
内
字
中
里
三
三
八
番
一
地
先
ま
で 

２

　上
流
端

　双
葉
郡
川
内
村
大
字
上
川
内
字
原
四
四
四
番
一
地
先
か
ら 

下
流
端

　双
葉
郡
川
内
村
大
字
上
川
内
字
久
保
一
三
〇
番
一
地
先
ま
で 
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四

　廃
川
敷
地
等
の
種
類
及
び
数
量 

１

　土
地

　二
、
九
〇
一
・
六
一
平
方
メ
ー
ト
ル 

２

　土
地

　二
、
四
一
七
・
六
三
平
方
メ
ー
ト
ル 

（
河
川
計
画
課
） 

 
　
　
　
　
　
　
　
　

 

公

　
　告 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

公
告
第
一
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。 

　
　令
和
六
年
一
月
九
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

土
地
改
良
区
の
名
称 

　千
軒
平
溜
池
土
地
改
良
区 

退
任
し
た
役
員 

役
別

　氏
名

　
　
　
　住
所 

理
事

　船
生

　正
一

　い
わ
き
市
四
倉
町
玉
山
字
星
作
三
一
番
地 

（
農
村
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

公
告
第
二
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
、
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。 

　
　令
和
六
年
一
月
九
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

土
地
改
良
区
の
名
称 

　四
時
川
沿
岸
土
地
改
良
区 

退
任
し
た
役
員 

役
別

　氏
名

　
　
　
　
　住
所 

理
事

　小
野

　勝
彦

　
　い
わ
き
市
川
部
町
橋
本
六
三
番
地 

同

　
　山
野
邉

　保
嘉

　同

　
　市
錦
町
鈴
鹿
二
七
番
地 

同

　
　田
子

　英
二

　
　同

　
　市
錦
町
中
ノ
町
四
九
番
地
の
一 

同

　
　村
上

　善
則

　
　同

　
　市
錦
町
上
中
田
一
四
八
番
地
の
一 

同

　
　鷺

　三
男

　
　
　同

　
　市
錦
町
安
良
町
六
一
番
地 

同

　
　秋
元

　榮

　
　
　同

　
　市
勿
来
町
四
沢
古
身
五
番
地 

同

　
　赤
津

　光
則

　
　同

　
　市
勿
来
町
関
田
南
町
七
番
地 

同

　
　蛭
田

　克
美

　
　同

　
　市
川
部
町
坂
下
五
三
番
地
の
二 

監
事

　宮
澤

　忠
一

　
　同

　
　市
錦
町
江
栗
馬
場
五
六
番
地 

同

　
　鷺

　龍
雄

　
　
　同

　
　市
錦
町
成
沢
七
〇
番
地 

同

　
　三
寄

　照
夫

　
　同

　
　市
錦
町
蒲
田
八
〇
番
地
の
二 

就
任
し
た
役
員 

役
別

　氏
名

　
　
　
　
　住
所 

理
事

　山
野
邉

　保
嘉

　い
わ
き
市
錦
町
鈴
鹿
二
七
番
地 

同

　
　村
上

　善
則

　
　同

　
　市
錦
町
上
中
田
一
四
八
番
地
の
一 

同

　
　田
子

　英
二

　
　同

　
　市
錦
町
中
ノ
町
四
九
番
地
の
一 

同

　
　赤
津

　光
則

　
　同

　
　市
勿
来
町
関
田
南
町
七
番
地 

同

　
　永
井

　清
一

　
　同

　
　市
錦
町
大
島
一
三
五
番
地 

同

　
　赤
津

　常
夫

　
　同

　
　市
錦
町
台
四
〇
番
地 

同

　
　小
野

　茂

　
　
　同

　
　市
勿
来
町
四
沢
古
身
四
番
地 

同

　
　●
賀

　房
男

　
　同

　
　市
川
部
町
橋
本
六
二
番
地 

同

　
　田
子

　長
治

　
　同

　
　市
川
部
町
成
作
五
八
番
地 

同

　
　芳
賀

　伝

　
　
　同

　
　市
川
部
町
横
根
一
九
番
地
の
二 

監
事

　鷺

　喜
光

　
　
　同

　
　市
錦
町
ウ
ツ
ギ
サ
キ
四
一
番
地
の
一 

同

　
　宮
澤

　忠
一

　
　同

　
　市
錦
町
江
栗
馬
場
五
六
番
地 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
村
計
画
課
） 

 

　
　
　
　
　
　

 

福
島
県
労
働
委
員
会 

　
　
　
　
　
　

 
 

福
島
県
労
働
委
員
会
告
示
第
一
号 

　地
方
公
営
企
業
等
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
八
十
九
号
）
第
五
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
法
第
三
条
第
四
号
の
職
員
が
結
成
し
、
又
は
加
入
す
る
労
働
組
合
に
つ
い

て
、
職
員
の
う
ち
労
働
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
七
十
四
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る

者
の
範
囲
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
。 

　な
お
、
地
方
公
営
企
業
等
の
労
働
組
合
に
つ
い
て
労
働
組
合
法
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
者
の
範

囲
を
認
定
し
た
件
（
平
成
三
十
年
福
島
県
労
働
委
員
会
告
示
第
一
号
）
は
、
廃
止
す
る
。 

　
　令
和
六
年
一
月
九
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
労
働
委
員
会 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　会
長

　駒

　田

　晋

　一 

一

　地
方
公
営
企
業
等
の
名
称

　い
わ
き
市
医
療
セ
ン
タ
ー 

二

　労
働
組
合
の
名
称

　自
治
労
い
わ
き
市
立
病
院
職
員
労
働
組
合 

三

　労
働
組
合
法
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
者
の
範
囲 

勤

　務

　箇

　所

労
働
組
合
法
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
者

い
わ
き
市
医
療
セ
ン 

院
長
、
副
院
長
、
診
療
局
長
、
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
長
、
医
療
安
全 

タ
ー 

管
理
室
長
、
感
染
管
理
室
長
、
病
理
診
断
セ
ン
タ
ー
長
、
医
療
技
術 

 

部
長
、
医
療
情
報
管
理
部
長
、
患
者
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
長
、
副
診 
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─────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

療
局
長
、
薬
局
長
、
事
務
局
長
、
事
務
局
次
長
、
看
護
部
長
、
情
報 

 

シ
ス
テ
ム
管
理
室
長
、
経
営
企
画
課
長
、
総
務
課
長
、
医
事
課
長
、 

 

施
設
管
理
課
長
、
副
看
護
部
長
、
統
括
主
幹
、
経
営
企
画
課
長
補
佐
、

 

総
務
課
長
補
佐
、
財
政
経
営
係
長
、
企
画
広
報
係
長
、
総
務
係
長
、

 

職
員
係
長
、
事
務
局
総
務
課
の
主
査
及
び
事
務
主
任
の
う
ち
人
事
・

 

労
務
を
担
当
す
る
者 

　看
護
専
門
学
校

校
長
、
事
務
長
、
教
務
主
任

四

　認
定
年
月
日

　令
和
五
年
十
二
月
十
九
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
審
査
調
整
課
） 
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